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明示の方法
・口頭ではダメ！！
・書面が原則（労使で正本・副本を持つことが良い）
・労働者が了解するのであれば、電子データ（印刷出

来るものに限る（PDF等）でも可能

１ 労働契約について

・雇用



必ず明示する事項
消さない！！

必要に応じて編集
して良い（自作通
知書を御覧くださ
い）

「働き方のルール」
４頁参照





署への相談より

①労働条件通知書を交付してくれない。

労働契約に際して労働条件通知書の交付が必要となる。労働基準法第１５条違反。
監督署の指導の対象となる。

③１０年前に入社したが、その時にもらえなかった労働条件通知書はもらえるか。

労働基準法違反ではあるが、実際の指導においては、特別な事情がない限り、１
０年前の労働条件ではなく、現在の労働条件で通知書を事業場に作成し、速やか
に労働者に渡す。

②労働条件通知書の賃金額に誤りがある。

実際に支払われる金額（労働契約締結時に取り決めた金額）を記載すべき。
○○であれば、○, ○○○円などの条件があれば、それも記載すべき。
「求人票」を「労働条件通知書」としてはいけません！！



署への相談より

④現在の労働条件が記載された労働条件通知書が欲しい。

労働契約の最初に労働条件通知書を渡せば、労働基準法違反ではない。
労働契約法第４条には、労働契約の内容の変更にあたっては、書面で内容を明示
することが努力義務として規定されている。有期契約労働者に対しては契約の都
度、労働条件通知書の交付が実施義務となる。自動更新でも同じ。

⑤労働条件通知書と実際の勤務内容が違う。労働時間や賃金等・・・

異なることが即ち、労働基準法第１５条違反とはならない・・・（変更可のため）。

実際の勤務内容と労働条件が異なる場合は、労働者から即時労働契約を解除でき
る（解雇ではない。労働基準法にこの場合の賃金補償等の規定はない。）
→レアケースとして、帰郷旅費の請求は過去にあり。技能実習生等も同様。

ただし、賃金額が労使合意なく引下げられ、減額して支払いがある等は、労働基
準法第２４条（賃金の支払い）違反となるケースがある。



・解雇 解雇理由

解雇理由が正当・不当か

整理解雇の人員の選定

解雇する場合の補償金額

民事
→雇用環境・均等室
→裁判所での係争
（解雇が正当か）



解雇手続
解雇予告手当未払い

解雇予告手当金額

解雇理由の証明
（退職理由の証明）

監督署が指導を行う。



署への相談より

①今日出社したら、いきなり事務⾧から「もう来なくてよい」と言われた。

社⾧の言葉が「解雇」を意味するかで労働基準法違反かが決まる。
例えば、言葉だけでなく、タイムカードを捨てられた、自分の持ち物をもって帰
らされた、会社の出入口の鍵を返却するよう言われた等。誤解の無い表現を！

②事務⾧に「解雇」かと聞いたら、解雇でないと言われた。

「このままでは解雇になる。」、「あなたの気持ち次第」等、法律上の「解雇」
を避けるために労働者に判断を迫るようなケースもある。事実上解雇が認められ
るケースもある。何が「リスク」なのか？検討して欲しい。

③即日解雇されたが、当日に解雇予告手当が支払われない。
使用者が「解雇」の事実を認めている場合、労働基準法第２０条違反が成立する。
本来は解雇時に手当を労働者に支払う必要がある。告訴等の事例もあるため、対
応には気を付けたい。



署への相談より

④会社が解雇理由を教えてくれない。解雇理由について書面を求めたい。

労働基準法第22条（退職時等の証明）では、労働者が退職した、又は、解雇され
た場合、労働者がその証明（使用（労働契約）期間、業務の種類、その事業場で
の地位、賃金、退職（解雇）理由）を請求した場合、使用者は、遅滞なく労働者
に証明書を交付する必要がある。請求して交付なければ、監督署に指導を求める
ことが可能。最近は資格取得のための実務経歴等の証明が多い。

⑤解雇されたが、自分の机の中にあった私物の業務参考書等が返却されない。
賃金が支払われない。

労働基準法第23条（金品の返還）では、労働者の請求後、７日以内に労働者の権
利に属する金品の返還を使用者に義務付けている。即時処分等は絶対にしない。
また、労働時間記録、賃金台帳等の労働基準法上保管義務のある文書等に関して
は、「５年」を基準に考えると良い（税法上は１０年か）。



２ 賃金計算について

・労使ともに
最も相談がある分野

・月60時間を超える
時間外労働は50％



第一に確認する事項

１ 年間の労働日数

２ １日の所定労働時間数
始業時刻、終業時刻、休憩時間

３ １週間又は１か月の労働時間数

※ 1ヶ月の平均所定労働時間数が大切



１か月の平均所定労働時間数について

・年間労働日数：240日
１日の所定労働時間：7時間30分 の場合

→ 240日×7時間30分÷12か月＝150時間
・1週３０時間勤務の場合
→ 365日÷7日×30時間÷12か月≒130時間

※ 上限は、365日÷7日×40(44)時間÷12か月
≒173時間48分（191時間11分）



最低賃金額の確認

①時間給の場合
時間給 ≧ 最低賃金額（時間額）

②日給の場合

日給 ÷ １日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額（時間額）

③月給の場合

月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間数 ≧ 最低賃金額（時間額）



基礎となる賃金に入れてはいけない手当を確認する。



最低賃金の計算 （賃金制度の組合わせ）

時給額：900円
資格手当（月額）：10,000円

役職手当（月額）：25,000円

通勤手当（月額）： 5,000円

900円＋{（10,000円+25,000円）÷ 240日×7.5時間÷12か月｝

900円＋234円＝1,134円 ＞ 1,031円（R７⾧崎県最賃額）



175,000円÷167時間20分（２５１日×８時間÷12か月）
＝1,045．81 ≧ 1,031円○

（例） 月給175,000円、手当なし
１日の労働時間は、８時間
１年単位の変形労働時間制を採用し、週平均３８．５時間

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計

18 19 21 22 18 22 22 23 24 24 20 18 251

144 152 168 176 144 176 176 184 192 192 160 144 2008

＊月給制の場合は、年間平均で考えるため、
特定の月が最低賃金額を下回ったとしても違反とはならない！

（有利となる月もあるため）

９月 だけを考えると・・・
175,000円÷１９２時間 ≒ ９１１円 ＜ １，０３１円 ×だけど・・・



（例） ９月に２３日間の欠勤（私的、年休なし）(１日出勤)をした際の賃金は？

欠勤控除後の賃金額は・・
175,000円 － （23日間×8時間×1,031円） ＝ －14,704円

従って、少なくとも実労働時間に応じた賃金の支払いは必要となるため・・・
1,031円×（1日×8時間） ＝8,248円 ←（９月の賃金額）

労働基準法第２４条では、毎月一定期日に賃金の全額を支払う必要があるため、
当該月に賃金が全く支払われないと法違反となる。

欠勤控除すると、９月の賃金はなくなってしまうが、大丈夫か？

就業規則に記載する内容（例）
１ 欠勤日数が○日以内のときは、欠勤日数分を控除する
２ 欠勤日数が○日を超える場合には、実労働日数分を支給する。



時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金

法定労働時間（1日8時間、週40時間）を
超えて労働させ場合

法定休日（週1日）に労働させた場合

25％以上
(60時間以上は50％)

35％以上

深夜（22時～5時）に労働させた場合 25％以上

法定労働時間を超えて労働させた時間が
深夜に及んだ場合

25＋25 ＝50％以上

法定休日に深夜労働させた場合 35＋25
＝60％以上





１ １か月の平均所定労働時間数を確認する。
◎最低賃金と同じ計算方法

２ 賃金総額を確認する。
◎除外できる賃金（手当）は限定的

年間労働日：240日、１日の所定8時間

基本給：185,000円、職務手当：20,000円

役職手当：30,000円、住宅手当：15,000円

通勤手当：10,000円

235,000円÷160時間＝1,468.75円（基礎単価）

時間外労働15時間× 1,468.75円×1.25＝Ｘ

１ 手当不算入

２ 時間数誤り

３ 割増率誤り

の順番で法違反が多い。



時給額、日給額に、月額手当がある賃金は時間単価をそれぞれ計算し、
加算して基礎となる賃金を計算する。

基本給：1,000円（時給）、職務手当：30,000円、役職手当：30,000円

（例・時給制）年間労働日：240日、１日の所定8時間

1,000円 ＋（60,000円÷160時間）＝ 1,375円（基礎単価）

（例・日給制）年間労働日：240日、１日の所定8時間

基本給：12,000円（日給）
資格手当：30,000円、職務手当：20,000円

（12,000円÷8時間 ）＋（50,000円÷160時間）＝1,500円＋312.5円
＝1,812.5円（基礎単価）



①本社は岩手県にあって、栗原市の事業所で働いている。最低賃金額はいくらか。

労働者が勤務する（所属する）事業場がある県の最低賃金が適用される（派遣先、
派遣元も同じ考え方）。

署への相談より

②いつから最低賃金額が適用になるのか。

10月1日に発効（適用）があるものについては、10月1日の午前0時からの労働
時間に適用される。賃金計算期間の途中で改定額が発効されるケースには注意。

③固定残業代は法令上問題がないか。

全ての時間外・休日・深夜労働時間分の割増賃金が支払われているのであれば
問題なし。
ただし、就業規則や労働条件通知書に○○時間分に対して、○○，○○○円と
明示する必要はある（裁判例等から）。また、固定残業代が不足する分は計算
して支払う必要がある。



３ 労働時間について

既に労働者の健康確保の観点からは法制化されている。

これ以上はさせてはならないという「禁止規定」！！



適用除外

労働時間、休憩、休日の規定が適用されないのは、

週 ４０（４４）時間
１日 ８時間

①農業・畜産・水産業従事者（養殖も含みます）

②管理監督者等

③監視断続的労働従事者 ：宿・日直専属の労働者

④宿日直勤務者 ：日勤者が、宿・日直に従事

監督署の
許可が必要

法定労働時間

週44時間は特例措置対象事業場



法定休日
毎週 １日以上（４週間を通じて４日以上）

1週1週1週１週

休休休休

1週1週1週１週

休休休休

毎週１休日

４週４休日（例外措置）

特段の定めがない場合、
１週間：日曜日から土曜日までの暦週
１日 ：午前０時から午後１２時までの暦日 → 休日

＊４週４休を採用する場合には、就業規則等のより起算日を明らかにする必要があります。

＊日曜日を休日とする義務はありません。



時間外・休日労働に関する協定届→「36協定」

臨時の場合のみ



〇月〇日に
休んでくださ
い

使用者は，労働者ごとに，年次有給休暇を付与した日（基準日）から
１年以内に５日取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう
聴取した意見を尊重するよう努める。

新設以前

年次有給休暇取得（法定取得日数年５日）

参考：「年５日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」

私から年休を

請求しなきゃ…。

使用者が労働者に取得時期の意見を聴取



１か月単位の変形労働時間制（第32条の2）

１か月以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が４０時間
（４４時間）以下の範囲内において、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間
を超えて労働させることができる制度





ご清聴ありがとうございました。


